
「かごしま未来創造ビジョン」

（ビジョンの内容）

（鹿児島の目指す姿）

「かごしま未来創造ビジョン」（平成30年3月策定）は，県政全般にわたる最も基本となるものとして，
おおむね10年後を見据えた中長期的な観点から，鹿児島の目指す姿や施策展開の基本方向などを示したもの。
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人材確保の取組

１ 多様な採用試験の実施

・ 県職員採用試験（大学卒業程度）及び行政「特別枠」試験
・ 県職員採用試験（短大卒業程度）
・ 県職員採用試験（高校卒業程度）
・ 県職員採用試験（民間企業等職務経験者対象） ※行政及びＵ・Ｉターン枠
・ 就職氷河期世代を対象とした県職員採用選考試験
・ 障害者を対象とした県職員採用選考試験

２ 人材確保活動の実施

○ 採用説明会の開催及び大学説明会・就活イベント等への参加
○ パンフレット，ＨＰ及びＳＮＳなどを活用した情報発信
○ 「お仕事ガイダンス」や「技術職現場見学会」の開催

○ 優秀で多様な人材の確保へ向け，受験者層に応じた採用試験を実施

▲ お仕事ガイダンスWEB説明会の様子 ▲ お仕事ガイダンス職場見学会の様子 ▲ 技術職オンライン現場見学会の様子

▲ Twitterによる情報発信 ▲ パンフレット
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グラフタイトル受験者数（技術職） 受験者数（事務職） 競争率（全体） 競争率（技術職）

1,682 1,726 1,755 1,760 1,750

1,578 1,558
1,453

1,348 1,352

全 体：大卒程度・短卒程度・高卒程度・民間企業等職務経験者試験の合計
技術職：上記のうち技術職のみ

県職員採用試験の状況

○ 県職員採用試験の受験者数は，若年人口の減少や民間企業の採用活動の活発化などの理由により，近年は減少を
続けており，競争率についても年々低下する傾向。

○ 農業，土木など技術職の受験者数は，理系人材の不足や民間企業における採用活動の早期化，国，他自治体との
獲得競争などの理由により，減少傾向。
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県職員の年齢構成（全職員）（男女比）
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61以上

課長級
以 上 補佐級 係長ポ 係長ポ

以 上
男 90.2   85.7   71.3   83.6   
女 9.8   14.3   28.7   16.4   

【平均年齢】
男 女 全体
47.3 40.4 45.6

【ポスト率】

（歳）

（%）

（人，%）【総数】
男 女 計

人数 割合 人数 割合 人数 割合
50歳以上 1,954 51.5 312 25.9 2,266 45.3 
40歳代 943 24.9 357 29.6 1,300 26.0 
30歳代 453 11.9 211 17.5 664 13.3 
30歳未満 441 11.7 326 27.0 767 15.4 
計 3,791 100.0 1,206 100.0 4,997 100.0 

R2.4.1現在（年齢はR3.3.31現在）

※ 一般行政部門（知事部局＋各種委等－（工業用水道部＋県立短大＋後期高齢者広域連合＋港湾特別会計））
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今後の定員管理 地方公共団体の定員管理のあり方に関する研究会
（総務省 R1.12.10）【資料抜粋】
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職員の研修・派遣制度
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働き方改革の推進

育児休暇，部分休業，育児短時間勤務，時差出勤等の制度について職員へ周知し制度活用を促進
○ 子育てに配慮した勤務時間制度の実現に向けた取組

「仕事と子育ての両立支援のための鹿児島県特定事業主行動計画」等に基づき以下のような取組を実施

○ 超過勤務の縮減

○ 休暇の取得促進

○ 人事異動についての配慮

○ 仕事優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

○ テレワークの推進

長時間労働を行った職員に対する産業医等による面接指導の充実
年度途中で緊急に対応すべき業務が発生した際には，必要に応じ，各部局内の応援体制で対応 等

年５日以上の年次有給休暇の確実な取得促進
「年次有給休暇の取得促進について（通知）」により，以下の内容を通知
・GWや夏季における連続休暇や，永年勤続休暇を含めた連続休暇の取得
・GW期間等の週休日と休日に挟まれた日における会議等の自粛
・年休取得計画表の作成と，所属長による当該計画表のフォローアップ 等

在宅勤務やモバイルワークの導入，サテライトオフィスの設置

知事以下，副知事・各部局長等が「イクボス宣言」を実施
新規採用職員研修や職場研修などにおいて，「男女共同参画社会」の講義を行い，意識啓発を実施 等

県政の適正かつ円滑な推進がより一層図られるようにすることを基本に，①職員の経験，能力等を総合的に判断し，
士気の高揚という点も踏まえつつ，②職員個々人の家庭事情等にも可能な限り配慮して実施

▲ 知事のイクボス宣言
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2.7%

女性活躍の推進

受験者確保のためのイベント等を通じて，女性にとっても働きやすい職場であることをＰＲ
○ 採用

「女性職員の活躍のための鹿児島県特定事業主行動計画」に基づき以下のような取組を実施

○ 職域拡大・計画的育成とキャリア形成支援

○ 登用

○ 男女双方の働き方改革

○ 家事，育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備

職域拡大 人事異動についての配慮，庁内公募
計画的育成 積極的登用の推進，出向機会の確保
キャリア形成支援 研修機会の確保，相談体制の構築

将来の管理職候補となるべき女性の育成を図りつつ，
管理的地位にある職員への女性の登用を推進

妊娠中及び出産後における配慮，男性の子育て目的の休暇等の取得促進，育児休業等を取得しやすい環境の整備
等，保育施設の設置等，子育てに配慮した勤務時間制度の実現，子育て支援制度の周知等

超過勤務の縮減，休暇の取得促進，仕事優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

課長級以上職に占める女性割合

11.4%（R2比 +1.7ポイント）[過去最高]

課長級以上の女性職員数（R3.4.1時点）

52人（R2比 ＋7人）[過去最多]出産補助休暇
年間取得者数割合

100%

育児参加休暇
年間取得者数割合

100%

年次有給休暇
平均年間取得日数

11.5日

「女性職員の活躍のための鹿児島県特定事業主行動計画」実施状況報告より（R元年度）

（R3.4.1時点）

（教育委員会事務局，県警本部及び県立病院局は別集計）

管理的地位 にある職員の女性割合※
※課長級以上職

育児休業
（男性）
取得割合
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県職員の超過勤務時間の推移（平成23年度～令和2年度）
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時間

年度

本 庁 出 先 全 体

12.83h/人月

8.62h/人月

6.08h/人月

本庁

全体

出先

【本庁】

２１．９４／人月

【過去最大】

H23比＋9.11

【全体】

１５．０２人月

【過去最大】

H23比＋6.40

【出先】

１０．３５／人月

【過去最大】

過去最少比＋

15.02h/人月

10.35h/人月

21.94h/人月

※ 年度ごとの平均。
※ 本庁及び全体には各種委員会と議会事務局が含まれている。
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県ＤＸ推進戦略（仮称）の策定について

第１章 戦略策定の趣旨
第２章 策定の背景
第３章 基本的な方向性

（１）STEP１
・官民のデジタル化推進

（２）STEP２
・オープンデータの利活用推進

（３）DX推進基盤の強化

鹿児島県DX戦略骨子（イメージ）

※具体的な取組や推進体制は
今後検討

目指す姿の設定
・新たな付加価値の創造

県ＤＸ推進戦略（仮称）検討状況

（デジタル推進課作成）
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県ＤＸ推進戦略（仮称）の策定について

STEP１

官民のデジタル化推進 オープンデータの
利活用推進

DX推進基盤の強化

新たな付加価値の創造

・新産業の創出
・県民の暮らしの
質の向上

行政のデジタル化

・県庁行政事務のデジタル化
・市町村への支援
・行政サービスのデジタル化

・
民間のデジタル化

・各分野のデジタル化

県民のＩＣＴ理解の向上
県民誰一人取り残さない，人に優しい
デジタル社会の形成を目指し，ＩＣＴへ
の理解を向上させる取組を行う

デジタイゼーション
デジタライゼーション

STEP２ 目指す姿

データの

蓄積

データの

分析

データの

活用

DX（デジタルトランスフォーメーション）

各種支援制度の活用
ＤＸ推進に係る国の支援制度等の活用
に向けた取組を行う

デジタル人材の育成･活用
デジタル人材を育成及び活用し，官民･
地域横断的な人材の活躍促進を行う

県ＤＸ推進戦略（仮称）検討状況

（デジタル推進課作成）

11



■ 公の施設への指定管理者制度の導入
（H18）３６施設に導入
・ これまで県が直接管理運営していた４施設
・ 公社等外郭団体等に管理委託していた３２施設
（H21）３５施設に導入
・ 民間への移譲１施設（川内自興園）
・ 国への移譲１施設（鹿児島空港県営駐車場。H22.3.30売却）
（H22）３５施設に導入
・ 県営住宅（鹿児島市及び離島に所在するものを除く）及び特定公共賃貸住宅
（離島に所在するものを除く）に導入 ・ 民間への移譲１施設（菊花寮）

（H23）３４施設に導入
・ 譲渡へ向け指宿市と協議１施設（ふれあいプラザなのはな館。H27年度譲渡）
・ 民間への移譲１施設（ゆすの里） ・ 防災研修センターに導入
（H24）３５施設に導入
・ 県営住宅（大島郡与論町内分）に導入
（H26）３６施設に導入
・ 県立サッカー・ラグビー場に導入
（Ｒ元）３７施設に導入
・ ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅に導入
（Ｒ２）３９施設に導入
・ 県国際交流センター，霧島自然ふれあいセンターに導入
（Ｒ３）３８施設に導入
・ 民間への移譲１施設（高千穂河原野営場）

■ 事務事業等の民間委託等
・ 県管理道路維持補修業務委託の拡大（H17）
・ 本庁及び出先機関間の文書の送達業務の委託
（H18）
・ 自治研修センターにおける職員研修業務の委
託（H19）

・ 県営住宅退去者に係る滞納家賃の回収業務の
委託（H20）

・ 自動車税滞納者に対する電話催促業務（H21）
・ 総務事務センターにおける労働者派遣制度の
活用（H23），民間事業者請負（H25）

・ 二級・木造建築士の登録業務等委託（H24）
・ 中央児童相談所における調理業務委託（H26）
・ 水産技術開発センター建築設備保全及び環境
衛生管理業務委託（H28）

・ 電気工事士免状交付業務委託（H31） 等

民間委託の推進
事務事業の見直しやコスト削減につながる民間委託，民間の専門的な技術等の活用により効果的・効率的に
目標の達成が見込まれる事務事業の民間委託等を推進

○ 「民間委託推進指針」を策定（H17.3月）

○ 公の施設への指定管理者制度の導入 ⇒ ３８施設
○ 職員数の縮減 ⇒ ３４１人（H16年度とR3年度の比較）

○ 指針に基づくさまざまな取組を実施
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ＰＰＰ／ＰＦＩ

「鹿児島県ＰＦＩ等導入基本指針」(H16.11月策定)【抜粋】

○PFI導入検討に当たっての基本的考え方
官民協働整備運営手法導入の検討フロー

官民協働整備運営手法導入の検討

○ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の優先的検討について

「鹿児島県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程」に基づき，公共施
設等の整備等の方針を検討するに当たって，多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法
の導入が適切かどうかを，みずから公共施設等の整備等を行う従来型手
法に優先して検討することとしている。
検討の結果，ＰＦＩ事業を導入することとなった場合は，鹿児島県ＰＦ
Ｉ等導入基本指針に基づき事業を実施する。

次の 及び の両方に該当する公共施設整備事業
次のいずれかに該当する事業，その他導入効果が認められる事業
ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業
イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業
次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業
ア 事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業
（建設，製造又は改修を含むものに限る。）

イ 単年度の運営費が１億円以上の公共施設整備事業
（運営等のみを行うものに限る。）

１ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の優先的検討

２ 優先的検討を行う事業

各事業所管課において，公共施設等の整備等（新設・建替え・大規模
改修など）を実施しようとする場合は，基本構想や基本計画，設計等の
段階において，民間との協働の観点から，広く民間の資金，経営能力，
技術的能力を活用することができないかどうか「官民協働整備運営手法
導入の適合性検討」を行います。また，官民協働整備運営手法導入の適
合性があるとされた場合には，ＰＦＩの導入が可能かどうか「ＰＦＩ導
入の適合性検討」も行い，最も適した事業手法を選定します。

「鹿児島県ＰＦＩ等導入基本指針」【抜粋】13



「共生・協働の地域社会づくり」の推進

「共生・協働の地域社会づくり」に向けた取組

行政だけでなく，地域の自治会，ボランティア，ＮＰＯ，企業など多様な主体が連携・協力し，地域に必要な
サービスが提供される地域社会の形成が求められていることから，県民の社会貢献活動への参加意識の醸成な
ど，「共生・協働の地域社会づくり」を推進

１ ソーシャルビジネスなど持続可能な取組を生み出す仕組みづくり
・ ビジネスの視点で地域の課題解決に取り組む人材を養成する講座の開催
・ 地域づくりの多様な担い手が出会い，つながり，新たな取組が生まれる場の促進
・ 地域活動に取り組むリーダーやコーディネーターの育成
・ ＮＰＯ等の設立・運営相談，活動支援等

２ 地域の力を結集するコミュニティ・プラットフォームづくりの促進等
小学校区などの範囲で，自治会，ＮＰＯ，青年団，子ども会等多様な主体が連携・協力して地域課題の解決に
取り組む基盤（コミュニティ・プラットフォーム）づくりに向けた市町村の取組の促進（アドバイザー派遣，
ワークショップの開催等）

３ 行政の協働化による地域の主体的な取組の促進
・ 県事業の協働化や，ＮＰＯ，地域コミュニティ等多様な主体の特性を生かした地域課題の解決等の促進
・ 市町村の協働の取組促進

４ 「共に取り組む」気運の醸成
県の広報番組やＨＰ，共生・協働センターでの地域貢献活動の展示やイベントなど，様々な広報媒体等の活用
による，「共生・協働かごしま」の情報発信
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県内ＮＰＯ法人の推移（R3.4.30時点）
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簡素で効率的な組織機構の整備

これまで，職員数の縮減につながる簡素で効率的な組織機構とするための本庁の課室及び出先機関の再編等
を推進することにより，一般行政部門において1,400人程度の職員数を縮減

○ 方針に基づく本庁課室及び出先機関の再編等を実施

※ 組織機構改革方針では，Ｈ１８年度以降を対象としており，▲1,308人（H17-R2）

○ 一般行政部門の職員数の縮減 ⇒ ▲1,433人（H16-R2）
H17 ▲125人 H18 ▲185人 H19 ▲192人 H20 ▲225人
H21 ▲169人 H22 ▲138人 H23 ▲106人 H24 ▲83人
H25 ▲90人 H26 ▲10人 H27 ▲36人 H28 ▲18人
H29 ＋６人 H30 ▲29人 H31 ▲４人 R２ ▲29人

組織 H16年度 R2年度 増 減

部局等 8部１室 ８部３局 ＋３局▲１室

事務局等 2事務局等 ２事務局等 －

課室 69課13室 76課21室 ＋７課＋８室

係班 301係11班 325係26班 ＋25係＋15班

出先機関 150機関 69機関 ▲81機関

○ 「組織機構改革方針」を策定(H17.12月)
○「総合事務所設置計画」を策定（H18.12月）
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公社等外郭団体の見直し
公社等外郭団体の意義・役割や必要性，経営状況，組織・人員のあり方等について絶えず検証を行い，公
社等外郭団体の廃止・統合や県からの財政的支援・人的支援について，更に徹底した見直しを推進

○「公社等外郭団体見直し方針」を策定（H17.3月）

方針に基づくさまざまな取組を実施
■ 団体の廃止・統合等
・ 鹿児島県土地開発公社，(財)鹿児島県建設技術センター及び鹿児島県道路公社の総務管理部門の統合(H17.4)                                             
・ (株)鹿児島総合研究所の解散(H18.3)
・ (社)鹿児島県農協教育基金協会からの出資金引上げ(H19.3)
・ (財)鹿児島県農業後継者育成基金協会と(社)鹿児島県農業・農村振興協会の統合(H19.4)                     
・ 鹿児島県土地開発公社の解散（H25.10） など

■ 財政的・人的支援の縮減
・ 運営費補助等を削減
・ 派遣職員数を縮減

■ ５公社の運営の合理化・効率化を推進
・ (公財)鹿児島県地域振興公社
・ (公社)鹿児島県森林整備公社
・ 鹿児島県土地開発公社 → H25.10.31解散
・ 鹿児島県道路公社
・ 鹿児島県住宅供給公社

これまでの取組結果
・ 団体の廃止・統合等
⇒ ▲20団体（33団体）（R2－H16）
・ 財政的支援の縮減（運営費補助の削減）
⇒▲約114百万円（R2－H16） ※ 当初予算比較

・ 人的支援の縮減（派遣職員数の縮減）
⇒▲20人（R2－H16）

５公社の運営の合理化・効率化
・ 他団体との総務管理部門の統合
・ 職員の給与カット
・ 役職員数の縮減 など
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（単位：人，ポイント）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

5,290 5,207 5,117 5,107 5,071 5,053 5,059 5,030 5,026 4,997

100 98.4 96.7 96.5 95.9 95.5 95.6 95.1 95.0 94.5

237,468 233,417 231,485 231,350 230,864 230,718 231,523 232,134 233,319 234,302

100 98.3 97.5 97.4 97.2 97.2 97.5 97.8 98.3 98.7

本県

全都道府県

　　※　上段は，一般行政部門職員数。下段は，Ｈ２３の一般行政部門職員数を100とした場合の指数
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順位 本県との差 順位 本県との差 本県との差
（人） （人） （人） （人） （％） （ﾎﾟｲﾝﾄ）

岡 山 県 1,921,525 20 273,348 3,844 28 ▲ 1,153 ▲ 3.5 2.0

福 島 県 1,914,039 21 265,862 5,686 11 689 1.8 7.4

三 重 県 1,815,865 22 167,688 4,313 21 ▲ 684 ▲ 4.0 1.6

熊 本 県 1,786,170 23 137,993 4,263 22 ▲ 734 ▲ 4.4 1.2

鹿 児 島 県 1,648,177 24 － 4,997 14 － ▲ 5.5 －

沖 縄 県 1,433,566 25 ▲ 214,611 3,939 26 ▲ 1,058 0.5 6.0

滋 賀 県 1,412,916 26 ▲ 235,261 3,208 39 ▲ 1,789 4.7 10.2

山 口 県 1,404,729 27 ▲ 243,448 3,515 34 ▲ 1,482 ▲ 10.4 ▲ 4.9

愛 媛 県 1,385,262 28 ▲ 262,915 3,787 31 ▲ 1,210 ▲ 1.9 3.6

全８県平均
（本県除き）

1,634,259 － ▲ 13,918 4,069 － ▲ 928 ▲ 2.2 3.3

本県の上下６県平均

（本県除き）
1,627,881 － ▲ 20,296 4,154 － ▲ 843 ▲ 2.0 3.5

人口（H27国勢調査） 一般行政部門職員数（R2.4.1） 縮減率（対H23.4.1比）　　　　　　区分

団体名

一般行政部門における職員数の人口規模類似県との比較
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順位 本県との差 順位 本県との差 本県との差
（百万） （百万） （人） （人） （％） （ﾎﾟｲﾝﾄ）

新 潟 県 550,269 13 74,494 5,600 12 603 ▲ 5.1 0.5

長 野 県 507,711 14 31,936 5,065 13 68 ▲ 2.5 3.1

京 都 府 507,506 15 31,731 4,120 23 ▲ 877 ▲ 0.8 4.8

福 島 県 488,229 16 12,453 5,686 11 689 1.8 7.4

鹿 児 島 県 475,775 17 － 4,997 14 － ▲ 5.5 －

岐 阜 県 475,458 18 ▲ 317 4,368 20 ▲ 629 7.2 12.8

宮 城 県 467,580 19 ▲ 8,196 4,960 15 ▲ 37 3.2 8.7

栃 木 県 443,213 20 ▲ 32,562 4,476 17 ▲ 521 ▲ 1.4 4.1

群 馬 県 440,558 21 ▲ 35,218 3,886 27 ▲ 1,111 ▲ 2.0 3.5

８県平均
（本県除き）

485,065 － 9,290 4,770 － ▲ 227 ▲ 0.1 5.4

本県の上下６県平均

（本県除き）
481,616 － 5,841 4,779 － ▲ 218 1.1 6.7

　　　　　　区分

団体名

標準財政規模（R1） 一般行政部門職員数（R2.4.1） 縮減率（対H23.4.1比）

一般行政部門における職員数の標準財政規模類似県との比較
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地方公務員の定年年齢引上げ

国家公務員の定年引上げに伴い，地方公務員の定年も60歳から65歳まで２年に
１歳ずつ段階的に引き上げられることを踏まえ，地方公務員についても国家公務
員と同様の措置が講じられることになった。

地方公務員法等の一部を改正する法律案の概要

１ 役職定年制の導入
組織の新陳代謝を確保し，組織活力を維持するため，役職定年制を導入する。
役職定年の対象範囲及び役職定年年齢は，国家公務員との権衡を考慮した上で，条例で定める。

国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要

２ 定年前再任用短時間勤務制の導入
60歳に達した日以後定年前に退職した職員について，本人の希望により，短時間勤務の職に採用
することができる制度を導入する。

【施行期日】令和５年４月１日

【施行期日】令和５年４月１日
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鹿児島県公共施設等総合管理計画の概要（１）

１ 県有施設の現況及び将来見通し
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鹿児島県公共施設等総合管理計画の概要（２）

２ 県有施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針
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市町村連携の取組状況

連携中枢都市圏・定住自立圏の取組状況 〈かごしま未来創造ビジョン〉

〈県まち・ひと・しごと創生総合戦略〉

広域連携の一層の推進

定住自立圏や連携中枢都市圏，
様々な事務の共同処理の仕組みな
どを活用した市町村間の広域連携
に係る取組を支援

市町村間の連携による課題解決が
難しい課題に関しては，県と市町
村が一体となって対応を検討

地域間連携
中心市と近隣市町村が相互に役
割分担し，連携・協力すること
により，圏域全体で 必要な生
活機能の確保を目指す定住自立
圏や，地域において一定の圏域
人口を有し活力ある社会経済を
維持するための拠点の形成を目
指す連携中枢都市圏の形成に向
けた取組を支援するとともに，
各圏域における取組内容の充実
に向けた支援を行う
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権限移譲プログラムに基づく市町村への権限移譲の成果（H17～R2）

○ 権限移譲プログラム（H17.7月策定）に基づく取組

（R3.4月時点）
累計で43市町村に対し

49法令56項目539事務を移譲
移譲対象事務の約6割を移譲

近年の取組
権限移譲の進捗のスピードの違いにより，市
町村の提供できる行政サービスにばらつきが
生じていることから，「重点推進項目※」を
中心に，積極的な働きかけを行いながら，各
市町村の行政サービスの均衡を図っていくこ
ととしている。
※特に住民に身近な権限で移譲が望ましい項目等

・ 10万都市に対し，合併後の自立的なまちづくりを推進するための権限を可能な限り一括して移譲
・ 一律ではなく，意欲のある市町村に権限移譲

「住民に身近な事務は，可能な限り住民に身近な市町村において処理することが望ましい」との基
本的な考え方のもと，積極的な権限移譲を推進

重点推進項目の主な事務
NPOの設立認証等，農地転用の許可等，浄
化槽設置等の届出等，栄養士免許証の交付，
調理師免許証の交付，パスポートの交付等，
生活保護の実施等
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技術職員の充実等（市町村支援・中長期派遣体制の強化）
総務省資料【抜粋】

令和２年度
地方財政対策
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